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性能評価に係る試験・試験体製作申込要領 

◇ 性能評価に係る試験・試験体製作の依頼については、下記の要領をご確認のうえお申込みください。 

１．申込み 

① 一般財団法人日本建築総合試験所（以下、「法人」）に性能評価に係

る試験・試験体製作（以下、「依頼業務」）を申し込まれる方（以下、

「依頼者」）は、性能評価に係る試験・試験体製作依頼書（以下、「依

頼書」）に、下記の必要書類を添えてお申し込みください。 

・性能評価申請技術資料（性能評価申請書を含む） 

・試験体図面（防火材料を除く） 

・製造工程表、施工要領書など 

・試験体製作チェックシート 

② お申し込みにあたっては、事前に法人担当者と詳細にお打合せ

ください。 

③ 依頼者は、依頼書及び添付の必要書類の内容が真実かつ正確で

あることを表明し、保証する責務を負うものとします。 

④ 受付手続き完了後、依頼書に受付手続完了印を押印した依頼書

控（コピー）を送付いたします。 

２．受託条件 

① 依頼業務の対象となるものの詳細について、法人による確認が

許されないものについては受託できません。 

② 性能評価に係る試験において、対象となるものの特定に関する情

報を、報告書に記載できないものも受託できません。但し、その情報

を法人において保持可能な場合はその限りではありません。 

３．性能評価に係る試験 

① 性能評価試験に加えて、下記の試験を行う場合、法人担当者と詳

細にお打合せください。 

・性能評価に係る追加試験： 

耐火構造、準耐火構造の壁において、屋外側加熱、屋内側加熱と

もに必要な場合など 

・性能評価範囲拡大のための性能試験： 

法人の性能評価委員会の指摘により追加で試験を実施する場合

など 

② 上記試験は、４．試験体製作の対象となります。 

４．試験体製作 

① 試験体製作時は、上記の提出書類では判断がつかない場合があ

りますので、依頼者は、必ず、立ち会うようにしてください。 

② 試験体の製作は、法人職員又は法人が指定した指定試験体製作

者（以下、「製作業者」）が行い、原則として法人職員が立ち会いま

す。また、加工及び組立等に特殊な技術、技能が必要な場合におい

ては、法人職員が立ち会うことを条件として、専門の技術者を定め

て試験体製作に当たらせることができます。 

③ 試験体の製作場所は、法人の敷地内又は製作業者が定めた場所

となります。なお、加工及び組立等に特殊な技術、技能が必要な場

合又は養生が長期間に渡る場合においては、試験体製作に法人職

員が立ち会うこと及び試験実施前又は実施後に試験体の変更がさ

れていないことが確認できることを条件として、試験体の製作場

所を変更することができます。 

④ 試験体製作に係る構成材料は、市場調達が原則となります。ただ

し、市場調達が困難な場合は、当該構成材料の組成等を資料等で確

かめることができることを条件として、依頼者から提出を受けた

構成材料を使用することができます。構成材料については、以下に

掲げる場合に応じ、資料をご提出ください。 

1)市場から調達した構成材料の場合 

・構成材料の納品書・仕様書 

・その他、試験体仕様との品質の一致を確認できる資料 

2)依頼者が製造した構成材料の場合 

・構成材料を製造するための原材料の管理記録 

・構成材料の製造工程に係る記録 

・第三者機関による構成材料の成分についての証明書 

・その他、試験体仕様との品質の一致を確認できる資料 

⑤ 試験体製作が完了した時点で、不具合が無いことを立会者にご

確認の上、ご署名ください。 

⑥ 試験体を試験体製作場所から法人へ搬入した際に、試験体に不

具合が生じていないことを立会者にご確認いただきます。試験に

供して問題ない場合は、承諾書にご署名ください。 

５．料金 

① 依頼業務の料金は、お支払期日までに、法人の発行する請求書に

より現金払い又は銀行振込みをお願い致します。なお、銀行振込み

の際の手数料は、依頼者でご負担ください。 

② 手形はお取扱いしておりません。 

③ 依頼業務の内容に変更が生じた場合は、料金は精算させていた

だきます。 

④ 依頼業務のうち性能評価に係る試験において、報告書（邦文）の

追加発行、又は依頼者都合による報告書の修正再発行を希望され

る場合には、別途料金が必要となります。 

６．依頼業務の変更・中止 

① 依頼業務の内容で変更・中止があった場合には、書面により速や

かにお申し出ください。 

② 地震、風水害、延焼、停電、断水等、法人の責めに帰さない事由

により生じた損害については、法人は責任を負いません。 

③依頼書及び添付の必要書類の内容に関し、虚偽があったことが判

明した場合、業務を中止します。なお、中止により依頼者に損害が

生じても法人は、賠償ないし補償は行わず、依頼者は、依頼業務の

料金を支払う責務を負うものとします。 

７．性能評価に係る試験報告書発行後の対応 

① 依頼者より提供された情報の修正は、原則、誤字脱字が対象です。 

② 依頼者名の変更はできません。 

③ 報告書原本の保管期間は、報告日より10年間です。保管期間を

過ぎた報告書の再発行はできません。 

④ 報告書発行後に、依頼書及び添付の必要書類の内容に関し、虚偽

があったことが報告書発行後に発覚した場合、報告書は無効とし、

法人は当該報告書の内容について責任を負いません。 

８．秘密の保護 

依頼業務の実施上知り得た情報については、第三者に漏らさない等

秘密を保護します。 

９．その他 

① 依頼者が法人敷地内で依頼業務の準備、片付け等の作業及び依頼

業務の立ち合いをされる場合は、法人担当者と十分に打合せを行い、

その指示に従い、労働災害等の防止に万全を期してください。 

② 依頼業務の準備、片付け等の作業で、万一労働災害が発生した場

合には、依頼者で加入されている労働災害補償保険を適用してく

ださい。 

③ 法人の設備又は備品を破損したときは、その損害額を賠償して

いただきます。但し、不可抗力による場合、その他法人が止むを得

ないと認めた場合はこの限りではありません。 

④ 依頼業務の報告書等に起因する紛議又は経済的負担に関して、

当所は一切の責任を負いません。 
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